
令和５年度　市長部局におけるいじめ対策事業の概要（案）

いじめに係る相談支援

■いじめ問題の解決に向けた相談支援のための専門職の配置等

　●いじめ対策心理士　2名　
　●いじめ対策支援員（スクールソーシャルワーカー）　4名　
　●弁護士　1名
　●精神科医への相談

市民等との連携によるいじめ防止の推進

■いじめ防止に係る周知啓発の実施

●いじめ防止出前講座の開催
●子どもの見守り活動の推進に係る地域活動団体や事業者等への協力
　要請

■有識者からの意見聴取・先進都市の調査等

●いじめ対策の更なる充実強化を図るため，有識者懇談会を開催し，
　いじめ対策の取組等について，専門的視点から意見を聴取
●いじめ対策の充実強化に係る先進都市視察調査，研修等

いじめ対策専門部署の管理運営

●消耗印刷費（事務用品等）　
●通信運搬費（電話通話料等）
●修繕費（電話設備改修等）
●備品購入費（業務用PC等）
●公用車の賃貸借

いじめ対策の充実強化に向けた検討

○いじめ防止対策費　
　　令和５年度当初予算額　４６，５４３千円

■多様な相談手段の活用による積極的な情報収集

　●いじめ相談専用フリーダイヤルの開設
　●返信はがき付きいじめ相談チラシの配布
　　・小学校１年～中学校３年の全児童生徒に年４回配布
　●いじめ相談アプリの導入
　　・小学校５年生～中学校３年生の全児童生徒がGIGAスクール端末や
　　　個人所有のスマホなどからアプリでの相談に対応
　　・夜間相談にも対応（17:00～22:00）

■情報共有の徹底と迅速な調査・対応

　●学校いじめ対策組織の支援等に係るオンライン環境の整備
　●いじめ対策支援員（スクールソーシャルワーカー）による学校のい
　　じめ対策に係る巡回相談支援や学校のいじめ対応に係る課題等の把
　　握，確認
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